2010年4月23日　派遣法改正案　厚生労働委員会　ＴＶから記録要旨
議長　　自民党・改革クラブの欠席がえられないので会議を始めます。
長妻厚生労働大臣　　労働者派遣事業の適正な確保についての提案理由及び概要の説明
行き過ぎた規制緩和で、日雇い派遣、派遣切りなど、常時雇用する労働者でない方の

製造業派遣、登録型派遣の禁止をする。

法律案の　１）雇用の安定性の高い専門26業務を除き、常時雇用でない労働者派遣をしてはならない
　　　　　　　
２）日々、2ヶ月以内の雇用は、適正な雇用管理に支障を及ぼさないと認められる業務以外の業務については労働者派遣を行なってはならない
　　　　　　　
３）マージン率の公開義務、派遣労働者と同種の業務について従事する派遣先労働者との
均衡を配慮
　　　　　　　
４）禁止業務に従事させた場合、無許可事業主等から派遣労働者を受け入れた場合、派遣可能期間に反した場合、常時雇用する派遣でない者を期間を越えて受け入れた場合、偽装請負、これらを行なった場合は派遣先が労働者に対して労働契約をしたとみなす

　　　　　　　
５）改正案施行期日は公布の期日から6ヶ月を越えてはいけない範囲において政令に定める日。登録型派遣、製造業務派遣は公布の日から3年を越えない範囲内において政令に定める日から施行。常時雇用でない派遣で雇用の安定に大きな支障がない等とする一部業務においては労働者派遣の禁止をさらに2年を越えない範囲で政令に定める日まで猶予　　　　　　　　

別の事案について、議論
阿部知子（社民）：　大臣より説明があったが、「――“この他”この法律の名称と目的を変えました」と言ったが、明らかに今回はこれまでの「業法」に対するものではなく、「労働者保護」の観点で法律を変えたものと思ってよいのでしょうか。「労働者保護」として目的を変えそれゆえに名称も変えたもので“この他”ではなく働く人に着目して保護としたメインの改正という見解でいいか。
長妻：　保護という名称をいれたということは、改正案は保護が趣旨です。
阿部（社民）：　3党案は、働く人の問題に着眼して始まった。今回の改正案は課題をまだまだ残しながらも第1歩。

　　　　労政審を通って法案化するというルールを大切にすることから到達できていないものもあるが、内閣として目的を明示し姿勢を示したことは評価したい。
最も大きな課題から質疑します。
　　　　常用雇用の派遣労働者であれば、行とされている。常時雇用されている派遣労働者の実態について政府は、どのようなデーターを持っているのか。常用派遣の労働者が派遣先から切られた際にその間の賃金や社会保障は次の仕事までどうなっているのか、雇用調整助成金の実績はどうなっているのか。
　　　　　

長妻大臣：　派遣元と常用雇用契約をしているが、派遣元と派遣先の契約が切れた時にその労働者はどうなるか　Ｈ１７年調査、５４．９％がすぐに別の派遣先を見つけて雇用が続いた。２３．２％は、一定の期間をおいて仕事を見つけてもらった。その２３．２％のうち約半分の方が休業手当を派遣元からもらっていた。それ以外の半分の方は休業手当がないという調査であり、問題のある可能性あり
細川律夫副大臣：　　雇用調整助成金について、リーマンショク以来、利用されてきた。

　　　派遣の場合、支給対象になった派遣労働者数、本年2月6千人　これまでの延べ人数14万人。
阿部（社民）：　長妻大臣の答弁に対し　Ｈ17年の調査であり、今回もう一度実態調査して欲しい。次の仕事が見つかるまでも休業手当という不安定さ、そしてその半分の方が休業手当もまったく無いというのは労働者保護の観点からも再度調査する必要がある。
　　　　常用雇用としながら派遣先の仕事が終わって、同時に派遣元とも切られることがないのか。この調査はしているのか、またそういった時に行政より是正しているのか。
長妻：　この改正法案は登録型派遣の原則禁止を公布後3年以内の政令の定める日としているが、この期間までに常時雇用で雇われている方が、休業手当が出ているのか否か再度調査して公表したい。　審議中の法案第29条の2に常用雇用で派遣切りあった労働者に対し、派遣先の義務として新たな就業の確保をしなければいけないという条文を入れさせてもらった。派遣先に一定の義務を課しているところである。
阿部（社民）：　派遣先の契約が終わって、派遣元も切られるものがあるのではないかという質問をしたのだが、大臣の答えは派遣先が中途で解約した話であった。
　　　　Ｈ20年11月厚労省調査　雇用契約別の対象別労働者　中途解除に至る対象労働者の雇用状況について　中途解約者35886人、そのうち常用型が25285人。
　　　　常用型「期間の定めが無い」と言っても、無期、有期の雇用となっている。例えば「1年以上1年半」等、有期の常用雇用の方が圧倒的に派遣切りの対象となっている。
　　　　この資料においていろんな分析が必要。（常用型で有期の場合の例えを上げ）改正案はその点においてまだまだ課題を残している。大臣はこの数値をどうご覧になるか、課題にどう対処されるか。
長妻：　常用型の有期で派遣契約が切れた労働者、派遣元でどうあつかうのか。
　　　　　常用型で有期の労働者は合計20884人。そのうち18664人が離職した。解雇が16189人。期間満了が1883人。「常用型で有期」派遣契約終わってしまうと非常に派遣元との雇用関係も不安定になると示している。

今回の法案では、派遣先の都合で雇用を切った場合は、派遣先が基本的には労働者へ新たな職場の情報等提供をする必要義務を課すと条文に入れた。それ以外の正社員化の道を開くような別の政策もあるので組み合わせて支援をしていきたい。
　　

阿部（社民）：　派遣元との契約の終了も他の正規労働者と変わることがないようにきちんと要件が必要でありその方向で検討していただきたい。
初鹿（民主）：　昨年政権交代を果たした。後期高齢者医療制度への批判や医療崩壊や年金問題などを取り上げてきた。その中でも一昨年のリーマンショック、衆議院選挙が引き延ばされ、その年末派遣切り、日比谷の派遣村、国民の政治や社会への怒り、その結果の政権交代であり今回の派遣法改正は民主党にとっても重要な法律。今まで、日本は安定した仕事をして幸せな家庭が作れると思っていた。ところがバブル崩壊以降、派遣村ができ、今のようになったことを忘れてはいけない。
　　　　昨年公設の派遣村ができた。入所者の人と話した、30代の派遣切り、手持ちの金160円、公設派遣村があって助かった。（50代の男性の実態を・・・・・家がなくなるから仕事につけない・・・・・・略）甘えているのか、甘やかしているのかー果たして自己責任ということだけにしまっていいのか。超就職氷河期、家庭の環境等々・・・全て自己責任ではない。自己責任としてきたのは政治の責任。
　　　
長妻：　私どもは今恵まれた立場にあり、また一定の権限も与えられ、全力で職責をまっとうしていく。今回の改正案を提出して問題を一定程度解決していきたい。自己責任論、労働市場は他の市場と全く異なる。力関係、圧倒的に使用側が強い。労働者の選択は景気変動によっても異なる。好きで派遣を選んでいると言う論調もあるが、しかし選択肢が派遣労働しかなかったというのは歴然とした事実である。日雇い派遣を法律で許してしまうというのは行き過ぎた規制緩和であり政治の力で一定のルールはつけ、そのもとで自由な労働市場で多くの能力を発揮していただきたい。こういう１つの考えを確立しなければ、社会や労働環境は崩れかねない。
初鹿（民主）：　労使相反する考え方をギリギリの中で合意したものを評価する。
新聞記事、厳しい論調　朝日新聞4月22日　派遣法改正案　意義があるという記事。理解されていない、我々の方にも説明が足りないのではないか。ここで、問題とされている、専門26業務の例外にされている問題。事務機器用操作等、現在とそぐわないものまで専門に入っている、それがいいのか、その一方で、介護とか看護が専門に入っていない。
長妻：　専門26業務を装っているものについて、今年の2月8日に全国の労働局へ通知した「専門26業務派遣適正化プラン」で現在集中的に指導監督をしている。時代とともに職業は変遷していくもので、その中身について不断の見直しや検討が必要だと思っている。何れかの時期に、労働政策審議会、労使の代表がいる場で、26業務について見直しが必要か否かも含めた検討をしていただこうと考えている。

初鹿（民主）：　専門26業務、登録型派遣が施行されるには3年あるというが、3年目に施行される時には見直しが終わっているようにしていただきたい。

長妻：　この法案が成立をいただいた場合は、6ヶ月以内に施行されるもの（日雇い派遣の原則禁止）など詳細な省令、政令の実施をつめる必要がある。その後26業務において、労働政策審議会との議論をしてできる限り3年以内に実施したい。最終的には政務3役が決定していきたいと思っている
初鹿（民主）：　製造業派遣、常用雇用の例外について　先ほどの質問と重複するが、常時雇用されるものの、日々でも、日々更新し1年以上の見込み・・・このような日々雇用でも常時になるという定義では不安定であり見直すべきではないか。
長妻：　常時雇用の定義の話、「労働者派遣事業関係業務取り扱い要領」について　日々だけども、1年を越える趣旨は現実的に即したものかと私も考えているところ。今回の改正案で日雇い派遣は原則禁止されるが、日々雇用される者が常時雇用される者に該当しないとして業務取り扱い要綱を見直します。
初鹿（民主）：　有期雇用で反復雇用すれば常時雇用とみなすとあるが、新聞等でも指摘されているように派遣契約が打ち切られた場合、次の派遣更新がされないのではないか―と、せめて法改正後は労働契約に更新される回数を明記するなど、また常時雇用だと明確にわかるようにするべきと思うが。

長妻：　１年を越えて雇用される見込みがあるなど口約束では検証のしようがないため、契約書等に更新回数を明示することが必要。更新回数を明示をするよう派遣元指針として大臣告示をしていきたい。
初鹿（民主）：　1年以上の雇用見込みがあってもなんらかの事情で契約が切れてちょうどそこで契約の更新月などと雇い止めにされるケースが考えられるがどうなるのか。
細川：　1年以上の雇用見込みがあったのに、雇い止めされた場合は遡って違反することにはならない。
しかし、労働契約法があり、有期の契約を中途解除はやむをえない理由なのかどうか判断する。損害賠償など発生する。労働契約法で守られる。
初鹿：（民主）：　つまり派遣法だけではなくて労働契約法や労働基準法など別の法規でしっかり守られて、途中で雇い止めになるケースはなかなか無いだろうと思っていいのですね。
使用者側に立って考えてみる　規制が強くなると、人材の確保が厳しくなり事業が困難になると指摘されている。また海外に生産拠点をもってしまうとも言われますが、それは費用対効果を考えると有り得ないと思う。これまで中小企業にとって、派遣は便利、効率がよかったが、規制強化することで人材確保できなくなることをどのように考えているのか。
細川：　そういう懸念もある。常時雇用をしていただいて、需要を安定していただく。直接雇用していただくような紹介業で満たしていく。3年間の猶予期間で、中小企業が困らないように考えている。
藤田一枝（民主）：　労働者派遣法は1985年に制定され、とりわけ労働ビッグバンという流れの中で規制緩和が進行し、当初の常用代替の防止、臨時的・一時的労働力需給調整としての派遣法の位置づけが大きく変化して、雇用における格差をもたらしていく要因にもなったと言われている。今回の法改正はこうした実際を是正していく、労働者の保護、雇用の安定の充実を図っていく目的で改正案が提出されたことを高く評価する。しかし一方では使い勝手やコストなどの面から規制強化に対する反対の声も少なくない。公労使の厳しい合意にとどまっている。派遣労働者の低賃金や不安定雇用などまだ問題が残っているという認識でよいのか。

長妻：　いろんな論点があるが、専門性26業務について、時代とともに専門性や職業の中身は変遷していくので今後とも不断の見直しなどの論点がある。何よりも雇用のパイを広げていく、新成長戦略を政府として取り組んでまいりたい。
藤田一枝（民主）：　常時雇用の定義、なかなか分かりにくい。　今回、登録型、製造業派遣について、常時雇用される労働者以外例外を除いて禁止になった。しかしこの定義が特定派遣労働者事業と一般派遣労働者事業の区分規定に基づく定義になっているため大変わかりにくい。常用というと、期間の定めのない雇用と一般的には思うがそこがすっきり落ちない。常用有期雇用などというのはありえない。先ほど「労働者派遣事業関係業務取り扱い要領」を見直すとあったが、厳格に明確にしていただきたい。

　　　　専門26業種の問題　審議会に諮問するとの答弁に期待。偽装が多く行なわれてきている大きな要因。この業種は正社員の代替として特に女性労働者が集中してきたことが問題。しっかり中身の見直しを。能力の資格認定が必要になってくるのかもしれないが、大臣のリーダーシップを発揮して見直しを。
　　　　日々または2ヶ月以内の日雇いを禁止すると今回日雇い派遣の禁止の改正案が出ている。しかし、日雇い派遣のポジティブリスト化、専門26業務の中から18業務の例外規定の予定。これも登録型の例外専門26業務と同じ問題ではないか、抜け道、厳格に運用を。ポジティブリスト化も6ヶ月以内にとの先ほどの答弁。厳格な運用、抜け道がないように。18業務に受付、案内なども入っている。適正な雇用管理に支障をきたさない業務などとなっているが、これはなかなか理解できない。大臣の口からも日雇い派遣は非常に問題があると、大きな格差の要因になっているとあったようにこのポジティブリスト化は厳格に見ていかないといけない。
細川：　厳格にやっていかなくてはならない。専門性があって労働者の交渉力が高く労働者保護の観点から問題がないと考えている。26業務のうち、特別に雇用管理を必要とする業務、あるいは日雇い派遣が殆ど見受けられない業務を禁止すると。それ以外の業務において例外を定めるとなっており、今後、労働政策審議会などで厳密に抜け道ないようきっちりと規定をしていただき、それをもってどのようなことが認められるか決めてまいりたい。

藤田一枝（民主）：　新聞記事のように、抜け穴だらけにならないように、読み取りにくいところを委員会、国会の審議でしっかりつめてしっかり埋めていただきたい。
　　　　違法派遣について　専門２６業務派遣適正化プランや違法において指導・勧告だされている。

　　　　違法派遣の認識が問題。故意はなく、過失という認識について、言い逃れがないようにどのように対処されるのか。
細川：　みなし規定　違法をしていたから、もう、そこで派遣が終わりというような形になってはいけない。
　　　　違法派遣していた場合、派遣先に労働契約を直接していたとみなす規定を入れた。派遣先企業が知らなかったということで責めが免れるのではおかしいことになる。

　　　　知らなかったことで、過失がないという要件に入れている。過失について派遣先から証明が必要。
　　　　ただ、まったく知らなくて、本当に過失であれば、みなし規定を入れることはきつい。
藤田一枝（民主）：　知らないこと、過失がない場合は、使用者側が立証できなければいけない。
　　　　みなし規定は派遣先に対する抑止効果が出てくると伺っている。違法派遣、列挙された行為だけではない、派遣先に対しても今度必要ではないか。
　　　　従来、派遣元に指導監督されてきた。今後派遣先へはみなし規定の導入だけではなく、さまざまな指導をどのようにするのか。
細川：　知らなかった過失の件の説明に補足。騙されたというような措置以外はみなし規定適用される。
　　　　違法派遣が繰り返される、悪質な派遣先には指導、助言をして勧告、公表だったが、これからは悪質な企業には即座に強力な勧告、企業名公表していく。

藤田一枝（民主）：　有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換について　今回、努力義務とされているが、正規雇用への転換は難しい。一度、非正規雇用になると正社員にはなれない、自ら選んだ働き方だという一方の声もあるが、正社員の募集が無かったから派遣で働いている人が多いと認識している。履歴書段階で落とされていて採用にいかない。それはスキルの形成、キャリアの蓄積など。具体的就労支援策。従来の奨励金もその１つだが時限立法的、安定的に使用者にとっても利用できる就労支援策をしていただきたい

長妻：　今の指摘は重要であり、労働者にとって無期雇用が望ましい。派遣元、派遣先どちらであっても無期雇用、双方の支援策考えたい。今の審議内容を法案によって派遣元に３つの努力義務を課している。①期間の定めのない労働者の無期雇用への努力義務②紹介予定派遣への対象としてほしいとする努力義務③期間の定めのない労働者の無期雇用への教育訓練を行なう努力義務
　　　　同時に派遣先が派遣元から派遣される労働者を雇い入れる場合は一定の奨励金を支払う制度の運用をして雇用の安定を図っていきたい。
藤田一枝（民主）：　就労支援策（教育訓練、奨励金）重要なので強化してもらいたい。
派遣先の使用者責任、免れないと思っている。派遣先の労働安全、セクハラ防止義務なども求められている。派遣先使用者責任強化してもらいたい、今後の検討に加え整備していただきたい。

細川：　派遣先の責任については、大変重要な点。審議会でも検討していただいたが、結論が出ずに先延ばしにされたことが沢山ある。たとえば、派遣先の団交応諾義務、派遣先の責任については派遣労働者の保護の観点から更に検討していく、改正案附則第３３条２項・派遣先の責任のあり方など（略）速やかに検討を行なう規定ー改正案が成立すれば、速やかに労働政策審議会で附則の内容を議論してもらう。団交応諾義務について、是非、取り組んでもらいたい。
藤田一枝（民主）：　常用代替防止の観点からもやはり均衡ではなく均等待遇原則が必要。パートタイム労働法でも差別的取り扱いの禁止になった。派遣法でも同様にするべき。雇用における格差の是正。ＥＵ欧州連合では２００８年２月派遣労働者指令ということで均等待遇をしている。大臣の前向きな答弁を。
長妻：　同じ仕事をしているのにもかかわらず、派遣先の労働者より賃金が低く不当であると声を寄せていただいている。同じ業務についていれば均衡考慮して待遇の確保。第３０条の２規定でまずは、こういう措置で、バランスを欠くような待遇されないようにしたい。

藤田一枝（民主）：　均衡と均等は、やはりちがう。これまでの厚生労働省の回答は、物指しがないとか、ＥＵは産業別の賃金構造だとか出てくるが、もう具体的に物指し作りを含めて検討する時が来ている。新成長戦略の中でも同一価値労働同一賃金、均等待遇という言葉が入っている。再三、国連の女性差別撤廃委員会や、ＩＬＯからも勧告が出ている。野党時代に批判していたが、政権交代して今度は大臣が回答する番。民主党のマニュフェストでも同一価値労働同一賃金、均等待の記載もしている。目標に向かってスタート切っていただきたい。
長妻：　改正案、均衡を考慮した待遇の確保条文、施行された後にその実施状況を見て、実態を把握して是正するところがあれば課題として対応する、このような姿勢を持ち続けることが必要と思う。

藤田一枝（民主）：　ワークライフバランスの観点でもこの点は、重要だ。

　　　　非正規雇用の増大、格差の拡大が深刻な問題となっている。派遣法改正だけで問題は解決しないと承知している。特にこれからは有期雇用契約のあり方が大変大きな問題になると思う。不安定雇用の解消は派遣法だけでは検討できない。この派遣法でも有期雇用研究会のスキームが一部取り込まれている。細川副大臣の元で研究会が設置をされている。有期雇用契約の検討も必要。細川副大臣、その点について決意を聞かせてほしい。
細川：　有期雇用契約は重要な問題である。厚生労働省の中に有期雇用契約の研究会を設置して、中間報告もしたところ。働く者にとって有期契約をどうしていくのかは大事であり、しっかり取り組んで行きたい。

散会　　　

　　　

　　　
